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産業財産権特約条項 

  

一般財団法人高度情報科学技術研究機構 

 

 一般財団法人高度情報科学技術研究機構（以下「甲」という｡）と契約相手方（以下「乙」 とい

う｡）が契約を締結する場合の産業財産権特約条項は、次のとおりとする。 

 

 （乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属） 

 第 1 条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案（以下「発明等」という。） に対す

る特許権、実用新案権又は意匠権（以下「特許権等」という。）を取得する場合は、単独で出願でき

るものとする。ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に

通知するものとする。 

 

 （乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等） 

 第 2 条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特

約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。  

 

（乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾） 

 第 3 条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施する

ことができる。甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施

権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上

決定する。  

 

（甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理） 

 第 4 条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、

共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例し

て負担するものとする。  

 

（甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施） 

 第 5 条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、

甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、

無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。  

 2  乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに

かんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協 議の上、別途実

施契約を締結するものとする。  
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（秘密の保持） 

 第 6 条 甲及び乙は、第 1条及び第 4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他

に漏洩してはならない。ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を 得た場合はこの限

りではない。  

 

（委任・下請負） 

 第 7 条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、そ

の第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はそのために必要な措置

を講じなければならない。 

2  乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責

任を負うものとする。 

 

 （協議） 

 第 8 条 第 1 条及び第 4 条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等につい

て疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

 （有効期間）  

第 9 条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。 


